
就職、結婚、居住環境、福祉など、
生涯、安心して住み続けられる
サービスにも力を入れています。

町は、子育て支援の充実に
努めています。一般編

三種の

戦略 戦略

三種町で暮らすとこんなにいいことがあります！
三種の

０歳～６歳（幼少期）
地方就職学生
支援事業

・	東京圏の大学生が県内就職活動に参加する
ための

奨学金返還助成事業 ・	助成率は

結婚祝金事業 ・結婚し、町内に在住する方へ

住宅リフォーム助成事業
（災害復旧含む）

・補助率は

家族介護慰労金
・	要介護４、５の方を介護サービスを使わず在宅
で介護している非課税の方へ

長寿祝金事業 ・	満100歳を迎えた方へ 通学援助費 ・	通学距離が一定を超える児童、
生徒の保護者へ支給

自転車用の
ヘルメット贈呈

・	小学3年生と中学1年生に自転車用
のヘルメット贈呈

ランドセル贈呈 ・	小学校入学時にランドセル
を贈呈

赤ちゃん誕生祝い
金事業

・第１子へ		 10万円贈呈
・第２子へ		 20万円贈呈
・第３子へ		 30万円贈呈

給食費の無償化

子育てファミリー
支援事業

・	第３子以降のお子さんが生ま
れた世帯の、一時預かり保育
や病児保育等の利用料を助成

保育料の助成事業

・	第１子の０～２歳児は所得に応
じた助成
・	第２子以降のすべての０～２歳児は	
全額免除

・すべての３～５歳児は	 全額免除

保育園等の副食費
の助成事業

・すべての３～５歳児へ
月額4,800円まで助成

通園費補助 ・	通園距離が一定を超える児童の
保護者へ支給

ブックスタート事業 ・絵本の贈呈

高齢世帯等除排雪支援事業 ・自力での除排雪が困難な高齢者等への支援

外出支援サービス事業 ・	介護認定を受けている方や身体に障がいの
ある方の通院を支援

緊急通報サービス事業 ・	１人暮らし高齢者等へ緊急通報装置を貸与し、
緊急時に対応

介護用品支給事業 ・	要介護３～５の方を月の半分以上在宅で介護
している非課税世帯へ介護用品を支給

資格取得支援事業 ・	仕事や就職に役立つ資格や免許取得の助成

結婚新生活支援事業

あきた結婚支援センター
入会金助成事業

住宅取得補助事業

交通費の1/2を助成

年間返還額の助成率1/3、上限額年間10万円、５年間助成

祝金10万円贈呈

事業費の10％、上限額15万円

慰労金10万円贈呈

祝金10万円贈呈

対象経費の1/2補助、上限10万円

入会金１万円を助成

中古　
上限50万円

新築　上限100万円＋
町内施工業者加算20万円

・	50歳未満の方が町内で住宅を取得する場合

NEW！

NEW！ ・世帯所得500万円以下で
婚姻に伴う住宅賃借費用・引っ越し費用等の補助

夫婦ともに39歳以下
30万円

夫婦ともに29歳以下
60万円

７歳～15歳（小学生～中学生）

NEW！

上限１万５千円

・
生
ま
れ
て
か
ら
高
校
を
卒
業
す
る
ま
で
の
医
療
費
が
無
料

⃝

福
祉
医
療
制
度（
マ
ル
福
）

子ども
育成編

0～18歳
NEW！

・	町立小中学校在籍児童生徒

・	三種町に住所を有し町外の
小中学校へ通う児童生徒

全額免除

一定額補助
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地域資源を活用し
まちの賑わいをつくります

個人や中小企業の経営者がチャレンジしやすい
環境をつくり域産業の活性化を進めます

スマート農業を学び、
農業の魅力を向上させましょう

ともに支え合い　安心して
住み続けられる地域をつくりましょう 地域の

にぎわい編

商工業編農業編

生活
環境編 三種の

三種の三種の

三種の

戦略

戦略戦略

戦略

地域活性化イベントの実施
・サンドクラフト　７月最終週
・森岳温泉夏まつり　８月中旬
・町民祭　10月後半
・道の駅ことおか祭り　６～10月予定

若者活動支援事業 ・	代表者が50歳未満で、5人以上で活動する若者
を支援

出会い創出事業 ・若者の出会いの場をつくる団体、個人を支援

地域商品券発行事業 ・地域商品券を発行し消費を喚起

地域でまもる高性能機械
導入支援事業

・	共同農地保全を行う多面的機能・中山間地域等
団体への高性能草刈機械等の導入費助成

自治会活動の活性化を
支援

・自治会への助成金
・集会所等施設整備費補助
・自治会同士の連携を支援

住民共助による地域づくり
活動助成金 ・地域の課題に取り組む団体を支援

公共交通システムの充実 ・ふれあいバス、巡回バスの運行を継続

災害・危機に強いまちづくり ・自主防災組織の立ち上げ
・防災行政無線個別受信機設置業務

町道維持管理、除排雪事業 ・道路補修、草刈、除排雪等

ＩＣＴ，ＩｏＴの活用促進 ・光通信網設備整備事業
・難視解消施設整備事業

防犯、交通安全対策の推進 ・ＬＥＤ街路灯ＥＳＣＯ事業

じゅんさいほ場整備事業 ・	補助率は

有害鳥獣駆除事業 ・有害鳥獣による被害防止のための捕獲
・電気柵設置費補助

農業研修者受入支援事業

企業誘致推進事業 ・首都圏での企業誘致活動等

ＣＣＳ誘致活動 ・	ＣＣＳ（二酸化炭素の回収・貯留）施設の誘致
活動

大館能代空港利用促進
制度

・	大館能代空港発着の羽田空港間の航空機を
利用した方へ助成

森岳温泉街店舗等
開業支援事業

・	森岳温泉街への新規開業や
他地区からの出店を支援

地域雇用創出事業 ・	町内の事業者が行う雇用創出事業や新規事業所
の進出に対する経費の補助

①店舗新築や改装費用の

②店舗の所有権登記等にかかる登録免許税相当額

③店舗部分の土地、建物の固定資産税相当額

④ 家賃の1/2以内　月４万円、最大２年間
年10万円、最大２年間

20万円
延べ床面積×３万円か200万円の低い額

補助対象経費9/10、上限額50万円

上限額20万円、飲食経費は対象外

片道２千円

①新規雇用奨励事業
　・		新たに社員を雇用した事業者への支援

②店舗等新築・増改築事業
　・事業所の新築や増改築事業の支援

③機械設備投資事業
	 ・機械設備の新設や既存設備と同等以上の設備投資への補助

④新規進出・起業・異業種参入支援事業
　・	新規の事業所開設や異業種参入に必要な設備
工事、機械器具、備品購入の補助

⑤工場誘致等奨励事業
　・	工場の新設または増設で町内に２千㎡を超え
る用地を取得する場合

　・	新たに社員を雇用した事業者を支援

条件により１人に対し月１万円～３万円、上限12か月

条件により補助率15％～50％、上限額30万円～200万円

補助率15％、上限額50万円

補助率30％、上限額200万円

補助率用地取得費の1/3、上限額１事業者３千万円

条件により12万円から36万円、採用月から１人につき３年が限度

補助率1/2、限度額100万円

じゅんさい生産数量助成
事業

・	じゅんさいの出荷量に対して助成
出荷量（㎏）×30円

摘み手サポート型
じゅんさい生産数量助成事業

・	摘み手不足の対策として、直接摘み手へ助成
出荷量（㎏）×20円

ほ場整備費用の1/3、上限100万円

野菜等で受け入れた農家へ月２万円×研修月数
・	栽培技術の習得を目的とした研修を希望する場合

空き家解体費補助金 自治会補助率100％
上限100万円

個人補助率1/2
上限60万円

・	危険な状態にある空き家等を解体、撤去する所有者に補助

NEW！

農作物収入減少補償制度
加入促進事業

・	自然災害による収量減少及び価格低下への補償
制度加入費助成
補助対象経費の補助率1/4NEW！
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